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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２８年３月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２７年１０月１４日 ０６時２０分ごろ 

発生場所 東京都新島村若
わか

郷
ごう

漁港西南西方沖の浅根 

 新島港灯台から真方位０２２°２.９海里付近 

 （概位 北緯３４°２４.９′ 東経１３９°１５.８′） 

事故の概要  瀬渡船DRAGON
ド ラ ゴ ン

１は、南東進中、乗り揚げた。 

 DRAGON１は、舵機室に破口等を生じた。 

事故調査の経過  平成２７年１０月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者からの意見聴取手続きを行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

瀬渡船 DRAGON１、１１トン 

 ２９０－４１１７０静岡、個人所有 

 １１.９５ｍ（Lr）×３.２７ｍ×１.２２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関２基、６６１.９６kＷ（合計）、平成４年８月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３０歳 

 一級小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成２６年６月２３日 

  免許証交付日 平成２６年６月２３日 

         （平成３１年６月２２日まで有効） 

甲板員 男性 ５１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成２年５月９日 

  免許証交付日 平成２６年１２月２４日 

         （平成３１年１２月２３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 舵機室に破口、プロペラの曲損等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ５ 

海象：波向 北東、波高 約１.５ｍ、潮汐 高潮時 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、釣り客６人を乗せ、平成２７

年１０月１４日０４時００分ごろ、静岡県下田市下田港を出港し、 

０５時３０分ごろ新島村鵜
う

渡
ど

根
ね

島で釣り客４人を降ろした後、新島へ
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向けて南南西進した。 

 本船は、船長が操縦室で操船し、若郷漁港西方沖において左転し、

若郷漁港南西方の磯へ向けて約１３ノットの対地速力で南東進してい

たところ、０６時２０分ごろ、浅根と呼称されている干出岩に乗り揚

げ、乗り切った。 

 船長は、衝撃で乗揚に気付き、クラッチを中立にして甲板員と操船

を交代し、釣り客の安否を確認したのちに船体の損傷を確認したとこ

ろ、舵板が舵機室を突き抜けており、そこから浸水しているのを認め

た。 

 本船は、０６時２５分ごろ自力で若郷漁港へ入航し、港内にいた漁

船の助けを借りて、同漁港の岸壁に着いた。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  本船の本事故当時の喫水は、船首が約１.０ｍ、船尾が約１.４ｍで

あった。 

 船長は、瀬渡船の経験が約１年半あり、本事故当時、甲板員から操

船を教わっていた。 

 船長及び甲板員は、浅根の存在を知っており、本事故当時、水没し

ていて視認することができなかったものの、両人とも、本船が浅根か

ら離れて航行しているので乗り揚げることはないものと思っていた。 

 船長は、本事故当時、陸岸が近かったので、レーダーの電源を入れ

ていたものの、その画面を見ずに目視のみで航行しており、ＧＰＳプ

ロッターの画面が大縮尺になっていて本船が浅根に向かって航行して

いることに気付かなかった。 

 甲板員は、瀬渡船の経験が約８年あり、本事故海域を航行した経験

が多数あった。 

 甲板員は、本事故時、操縦室内におり、目測で船位の見当を付けて

いたが、乗揚の危険を感じていなかった。 

 船長は、本事故後、目視のみで航行せず、ＧＰＳプロッターを適切

に使用していれば、本事故を防ぐことができたと思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、若郷漁港西南西方沖を南東進中、船長が、浅根から離れて

航行しているものと思い、目測で船位の確認を行っていたことから、

水面下となった浅根に向かって航行していることに気付かず、浅根に

乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、ＧＰＳプロッターの画面が大縮尺になっており、浅根が表

示されていなかったので、気付かなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、若郷漁港西南西方において南東進中、船長が、
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浅根から離れて航行しているものと思い、目測で船位の確認を行って

いたため、水面下となった浅根に向かって航行していることに気付か

ず、浅根に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・暗岩が点在する海域を航行する際には、慣れたところであって

も、航海計器を適切に使用して船位の確認を行うこと。 

 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

事故発生場所 

（平成２７年１０月１４日

０６時２０分ごろ発生） 
若郷漁港 

浅根 

新島村 

新島港灯台 

本船の航跡 


